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10広報しばやま 

芝山町の空き家対策についてお知らせします
企画空港政策課 都市計画係 
☎ 77-3909

問

●『芝山町空家等対策計画』を策定しました
　近年、全国的に空家等が増加しており、人口減少や超高齢社会をむかえ、将来的にはさらなる増加が
予想されています。その中でも適切な管理がされず、防災、衛生、景観などの多岐にわたり問題を生じ
させ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等が社会問題となっています。
　これらの問題に対応するため、町では平成31年４月に「芝山町空家等対策計画」を策定しました。
※ 「空家等」とは…建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていない

ことが常態であるものおよびその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む）をいいます。

■主な施策
①所有者等からの相談への対応
　・相談窓口の設置

②計画の実施体制の構築・運用
　・空家等対策協議会（有識者・議会・町民代表など）の継続及び充実
　・専門家団体・関係団体等との連携強化

③空家等の情報管理
　・定期的な実態調査の実施
　・地域団体等（区長会、地区社協、消防団等）との連携
　・データベースの運用
　・空き家・空き地バンクの利用促進

（総）総合的な施策

①所有者等への情報周知、啓発の推進

②既存住宅ストックの利活用の促進
　・住宅リフォーム等の促進
　・芝山町耐震改修促進計画の推進
　・長期優良住宅認定制度、安心Ｒ住宅認定制度等の普及の推進

（１）発生抑制・予防

②空き家・空家除却後の跡地（空き地）の活用の促進

③国の支援制度等の活用の検討

①空き家・空家除却後の跡地（空き地）の市場流通の促進
　・定住促進施策の充実
　・空き家・空き地バンク制度の利用の促進【再掲】

（２）活用・市場流通
の促進

②その他管理不全の解消に向けた対策の推進

①特定空家等に対する措置
　・特定空家等の認定基準の策定、運用
　・（仮称）特定空家等審査会の設置、継続
　・不在者財産管理制度の活用検討（３）管理不全の解消

①関連施策による魅力あるまちづくりの推進（４）その他　　　
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●『芝山町空き家・空き地バンク』の創設について
　町内にある空家等を賃貸または売買を目的として提供を希望する方から登録された物件をホームペー
ジなどで公開し、利用を希望する方へ情報提供する制度です。
　町内に空き家・空き地をお持ちの方や、町内への移住・定住を検討している方はお気軽にご相談くだ
さい（詳細は11ページの〔別紙〕をご確認ください）。


